
まず、ごみが、産業廃棄物か一般廃棄物のどちらであるか、確認してください。 

 

１ 産業廃棄物収集運搬許可業者 

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生するごみのうち法律で定めるものです。20 種類が

規定されています。 

産業廃棄物の処理は、産業廃棄物の許可業者に依頼してください。市では処理できません。 

 

(公社)福岡県産業資源循環協会 ☎６５１－０１７１ 

福岡県筑紫保健福祉環境事務所環境指導課 ☎５１３－５６１２ 

 

２ 処理場への自己搬入 

一般廃棄物は『クリーンヒル宝満』に持ち込むことができます。指定袋は不要ですが、分別

は必要です。搬入料金は 10kg 当たり 150 円（消費税等込）です。 

施設 クリーンヒル宝満（筑紫野市大字原田 1389 番地）☎926-5300 

搬入 

日時 

月曜日～金曜日  ９時～16 時（昼休み 12 時～13 時） 
土曜日      ９時～15 時（昼休み 12 時～13 時） 
休み  日曜日、5/3～5、8/13～15、12/31～1/3 

 

３ 収集業者に依頼する。 

一般廃棄物の収集を依頼する場合は、筑紫野市の一般廃棄物

収集運搬許可業者（３業者のいずれか）と契約してください。 

委託契約した収集業者か筑紫野市商工会で、事業系指定袋を

購入してください（家庭系指定袋は使用できません）。 

 

●筑紫野市の事業系指定袋取扱所 一覧表 

業者 
（筑紫野市の一般廃棄物収集運搬業者） 

筑紫野市商工会 
筑紫美掃 クリーン筑紫野 筑紫野資源センター 

所在地 二日市北 2-12-1 岡田 3-10-3 塔原東 5-7-11 湯町 3-2-5 

電話番号 925-6218 920-8455 923-6565 922-2361 

営業時間 
8:30～17:00 8:30～16:00 

（ 昼 休 み 1 2 : 0 0 ～ 1 3 : 0 0 ）  

休み 土曜・日曜日、祝日 
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この表のとおり、分別してください。 

ごみの種類 指定袋等     のとき 出せるもの・方法 

 

80ℓ（大） 

 1,000 円/10 枚 

45ℓ（普通） 

   570 円/10 枚 
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 45ℓ 

570 円/10 枚 

 

 45ℓ 

570 円/10 枚 

上記「可燃物」「ペットボトル」「ビン」「缶」以外のもので、

産業廃棄物でないものが対象となります。 

 500 円/ １枚 

指定袋に入らないものは粗大ごみです。 

収集業者との契約により、粗大ごみシール（１品目ごとに通常成

人一人で持てるものは１枚、それ以外は２枚）を貼って出せます。 

上記の分類に係わらず特定の業種から排出されたものは産業廃棄物として処理してください。 

 

 

テレビ 

冷蔵庫・冷凍庫 

洗濯機・衣類乾燥機 

エアコン 

メーカーが引取ることが義務付けられています。処理の方法は次のいずれかです。 

① 買い換えるお店に引き取ってもらう。 

② 買ったお店に引き取ってもらう。 

③ 郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引取場所（九州メタル産業鳥栖営業所）に持込む。 

業務用エアコン 

ショーケース 

業務用冷蔵庫等 

フロン類を回収できる業者（福岡県のホームページで確認できます。）に引渡してください。 

パソコン メーカーが回収・リサイクルします。直接、メーカーに申込んでください。http://www.pc3r.jp/office/ 

消火器 消火器リサイクル推進センターへ問い合わせてください。☎03-5829-6773 https://www.ferpc.jp/ 

電池 産業廃棄物（「金属くず」と「汚泥」の混合物に該当します。） 

蛍光管 

水銀体温計 
産業廃棄物（「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。） 

事業系一般廃棄物の分別 －裏面      のいずれかでの処理－ 

このマーク 

があるもの 
 

フタをはずす 
・プラ→可燃物 
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発行：筑紫野市環境課 ☎092-923-1111 

地域の集団回収に出すこ
とはできません。 
古紙の再生資源事業者
に委託して回収してもらう
ことができます 
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